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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

令和6年度は、下記の項目で安全な職場を目指します。

一、安全目標を毎月定め、社員及び各現場に周知

します。

二、作業前にラジオ体操を実施し体の準備を整え、

安全作業に努めます。

三、月１回の現場パトロールを必ず実施し、内容

の充実化を図り、現場の安全状況を社員に周

知します。

四、高齢に伴う体力低下を念頭に、職場の配置を

行います。


